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Ⅰ－１　土木部行政機構

　Ⅰ－１－１　土木部行政機構図

（平成２９年４月１日現在）
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　Ⅰ－１－２　建築指導課行政機構図

（平成２９年４月１日現在）
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Ⅰ－２　職員数

　Ⅰ－２－１　建築関連課所別職員数
（平成２９年４月１日現在）

（市町村・団体等派遣・休職者等を除く）

合計技労
一般
職計

技　　　　　　術
事務

職　種　

課・所名 計化学電気機械建築土木

３１３１２２１１７４９建 築 指 導 課

本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

２５２５１５１１２２１０住 宅 課

２８２８２５６５１４３営 繕 課

３１３１１０１９２１監 理 課

２２２２１８３１５４検 査 指 導 課

１９１９１３１１１１６都 市 計 画 課

１５６０１５６１０３１８５４８４１５３小　　　　計

３３３３県北・建築指導課

県
民
セ
ン
タ

９９８８１鹿行・建築指導課

１５１５１４１１３１県南・建築指導課

１３１３１１１０１２県西・建築指導課

４００４０３６０００３２４４小　　　　計

１９６０１９６１３９１８５８０４５５７計
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　Ⅰ－３　事　務　分　掌

　　　Ⅰ－３－１　本庁建築指導課事務分掌
（茨城県行政組織規則）　
（平成３０年１月１日現在）

1　 建築に関すること。
2　 建築士に関すること。
3　 宅地建物取引業法（昭和 27年法律第 176号）の施行に関すること。
4　 宅地開発に関すること。
5　 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）に基づく開発行為等に関すること（河
川課の所管に係るものを除く。）。
6　 旧住宅地造成事業に関する法律（昭和 39年法律第 160号）の施行に関するこ
と。
7　 浄化槽法に基づく浄化槽の設置に関すること（特定行政庁の権限に係るもの
に限る。）。
8　 個人施行者及び市街地再開発組合が施行する市街地再開発事業に関すること。
9　 がけ地近接危険住宅移転事業に関すること。
10　 租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号）に基づく優良住宅及び優良宅地の
認定に関すること。
11　 高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第
91号）の施行に関すること（同法第 2条第 16号に規定する特定建築物の建築
等に係るものに限る。）。
12　 エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54年法律第 49号）の施行
に関すること（建築物に係るものに限る。）。
13　 景観形成に関すること（都市計画課の所管に係るものを除く。）。
14　 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7年法律第 123号）の施行に関
すること。
15　 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例に基づく届出に関すること。
16　 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること（宅
地建物取引業者に係るものに限る。）。
17　 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成 24年法律第 84号）の施行に関す
ること（建築物に係るものに限る。）。
18　 マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成 14年法律第 78号）の施
行に関すること（特定行政庁の権限に係るものに限る。）。
19　 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27年法律第 53号）
の施行に関すること。
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（県央建築指導室）
1　 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）による建築物の確認及び許可並びに違
反建築物に対する指導及び取締りに関すること（県央地域に係るものに限る。
2から 14までにおいて同じ。）。
2　 建築士及び建築士事務所の取締りに関すること。
3　 宅地建物取引業者の取締りに関すること。
4　 独立行政法人住宅金融支援機構法（平成 17年法律第 82号）による工事の審
査に関すること。
5　 建築動態調査に関すること。
6　 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関すること。
7　 浄化槽法に基づく浄化槽の設置に関すること（特定行政庁の権限に係るもの
に限る。）。
8　 租税特別措置法に基づく優良住宅及び優良宅地の認定に関すること。
9　 高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律による指導，助言及
び指示に関すること。
10　 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の施行に関すること（建築物に係
るものに限る。）。
11　 景観形成に関すること。
12　 建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に関すること。
13　 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例による届出の受理並びに指導及び助言
に関すること。
14　 建設工事に係る資材の分別解体等及び再資源化等に関すること。
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　　　Ⅰ－３－２　出先の事務分掌

　出　先　機　関
（茨城県行政組織規則）　
（平成３０年１月１日現在）

1　 建築基準法による建築物の確認及び許可並びに違反建築物に対する指導，
取締りに関すること。
2　 建築士及び建築士事務所の取締りに関すること。
3　 宅地建物取引業者の取締りに関すること。
4　 独立行政法人住宅金融支援機構法の規定に基づく工事等の審査に関するこ
と。
5　 建築動態調査に関すること。
6　 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関すること。
7　 浄化槽法に基づく浄化槽の設置に関すること (特定行政庁の権限に係るも
のに限る。)。
8　 租税特別措置法に基づく優良住宅及び優良宅地の認定に関すること。
9　 高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律による指導，助言
及び指示に関すること。
10　 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の施行に関すること (建築物に
係るものに限る。)
11　 景観形成に関すること。
12　 建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に関すること。
13　 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例による届出の受理並びに指導及び
助言に関すること。
14　 建設工事に係る資材の分別解体等及び再資源化等に関すること。
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　　Ⅰ－４　管轄区域
　　　　Ⅰ－４－１　建築指導行政管轄区域図（Ｈ２９.４.１現在）
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Ⅰ－４－２　県央建築指導室及び県民センター（建築指導課）の位置及び管轄区域等

（注）人口は，平成３０年３月１日現在，茨城県統計課調べによる。
面積は，平成２９年全国都道府県市町村別面積調べ（国土地理院）による。

人 口面 積管轄（施行）区域所 在 地事 業 所 名

人

７１１,３１３

㎞

１,１４５
水戸市，笠間市，ひたちなか市

那珂市，小美玉市，茨城町，

大洗町，城里町，東海村

〒３１０８５５５

水戸市笠原町９７８６

県庁舎１階

電話 ０２９３０１４７８４

県 央
建 築 指 導 室

人

３５９,８３７

㎞

１,６５２日立市，常陸太田市，高萩市

北茨城市，常陸大宮市，大子町

〒３１３００１３

常陸太田市山下町４１１９

常陸太田合同庁舎内

電話 ０２９４８０３３４４

県 北
県民センター

人

２７２,３１１

㎞

７５４鹿嶋市，潮来市，神栖市，

行方市，鉾田市

〒３１１１５９３

鉾田市鉾田１３６７３

鉾田合同庁舎内

電話 ０２９１３３４１１３

鹿 行
県民センター

人

１,００２,６４１

㎞

１,５１４

土浦市，石岡市，龍ケ崎市，

取手市，牛久市，つくば市，

守谷市，かすみがうら市，

稲敷市，つくばみらい市，

阿見町，美浦村，河内町，

利根町

〒３００００５１

土浦市真鍋５１７２６

土浦合同庁舎内

電話 ０２９８２２８５１９

県 南
県民センター

人

５４６,０３４

㎞

１,０３１

古河市，結城市，下妻市，

常総市，筑西市，坂東市，

桜川市，八千代町，五霞町，

境町

〒３０８８５１０

筑西市二木成６１５

筑西合同庁舎内

電話 ０２９６２４９１４９

県 西
県民センター
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Ⅰ－５　予算

　Ⅰ－５－１　建築指導課予算の推移

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上段　当初予算額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下段　最終補正後予算額　　　　（単位：千円）

平成３０年度平成２９年度平成２８年度

３１８,２８６３３９,７９２３６１,２７２
建 築 指 導 課 計

０３１１,１２２２８０,０９７

２６１,９７５２６５,４９６２０２,８５２
建築基準法施行費

２５４,６３０１９１,６０８

１,２７９１,２７９１,３１０
建 築 士 法 施 行 費

１,０１７１,１９１

３３,１７９５１,０２３５０,９８２
開発許可等施行費

３９,４０５４２,９８５

９,３２３９,３２３９,３２３宅地建物取引業法
施 行 費 ７,９１６７,９１１

１,２５２１,２５２１,２５２
建 築 物 等 調 査 費

７１２７１２

００１,２３８が け 地 近 接 危
険住宅移転事業費 ００

１１,２７８１１,４１９９４,３１５
建 築 防 災 事 業 費

７,４４２３５,６９０
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Ⅰ－６　付属機関

　法令によるもの

Ⅰ－６－１　茨城県開発審査会

任期 Ｈ２８. ８. １　～　Ｈ３０. ７. ３１

都市計画法に規定する開発行為等に関する意見具申及び同法第50条第1項に規定
する審査請求に対する裁決

目 的

都市計画法　第７８条根 拠 法 令

都市局建築指導課所 管 課

役　　職　　名委　員　名構 成 区 分委 員

弁護士大 津 晴 也法 律

土浦商工会議所会頭中　川　喜久治経 済

元 茨城県農業会議専務理事事務局長朝　日　　　正
経　　　　済
（農　　　　業）

筑波大学名誉教授大　村　謙二郎都 市 計 画

（一財）茨城県建築センター理事長江　原　秀　明建 築

（一社）茨城県医師会常任理事伊 藤 睦 子公 衆 衛 生

元 茨城県自治研修所所長鶴 田 亮 子行 政
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Ⅰ－６－２　　茨城県建築審査会

任期 Ｈ２８. １０. １～Ｈ３０. ９. ３０

建築基準法に規定する例外許可に関する同意，同法第９４条第１項前段の審査請求
に対する裁決及び同法の施行に関する重要事項の調査審議

目 的

建築基準法　第７８条根 拠 法 令

都市局建築指導課所 管 課

役　　職　　名委　員　名構 成 区 分委 員

（一社）茨城県建築士会会長柴 恭建 築

弁護士水 口 二 良法 律

茨城県商工会議所連合会専務理事石 川 和 宏経 済

建築士柳 下 文 江建 築

茨城大学名誉教授小 栁 武 和都 市 計 画

（一社）茨城県医師会参与小 松　 満公 衆 衛 生

筑西市前代表監査委員渡 邉 洋 子行 政
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Ⅰ－６－３　　茨城県建築士審査会

任期Ｈ２８.９.２２～Ｈ３０.９.２１

二級建築士，木造建築士試験に関する事務及び二級建築士，木造建築士又は建築
士事務所の懲戒処分に係る審議

目 的

建築士法　第２８条根 拠 法 令

都市局建築指導課所 管 課

役　　職　　名委　員　名委 員

（一社）茨城県建築士事務所協会会長横須賀　満　夫

（一社）茨城県建築士会元まちづくり委員会委員中 﨑 妙 子

（一社）茨城県建築士事務所協会常務理事早　川　富二雄

（一社）茨城県建築士会常務理事高 槻 一 雄

（一社）茨城県建築士会女性委員会委員長平 沼 清 美

（一社）茨城県建築士事務所協会構造部部会長清 水 義 幸

茨城県弁護士会前副会長上 畠 佳 子


